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 （小中一貫教育共通目標） 
                   

 

 

池田小学校だより 

＜学校教育目標＞  
学びをつなげる  

友達とつながる  
未来へつなげる 

 

令和７年５月３０日 
京都市立池田小学校 
校長  青山  剛  

TEL ０７５-５７１-６８７２  
FAX ０７５-５７１-６８９６   

 

～今月は食育月間です～ 
   

毎朝、様々な場所で子どもたちを迎えていると、体がじわっと熱くなり朝の気温が少しずつ高く

なっていくのが分かります。眠る前にはエアコンを少し・・と感じておられる方もおられるのでは

ないでしょうか。保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありが

とうございます。 

さて、６月は「食育月間」というものが定められていることをご存じでしょうか。これは、農林

水産省が中心となり文部科学省も含め国を挙げた取り組みです。食育は以前から学校で取り組ま

れてきた教育活動ですが、平成 17年に「食育基本法」が制定され、基本理念や国、地方公共団体、

学校など関係者の責務、取り組む内容などが定められました。法では「『食育』は、生きる上での

基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて『食』に関する知

識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てること」と定

義されています。学校では、家庭科などの特定の教科だけでなく、教育活動全般で食育を行ってい

ます。その中でも、大きな役割を占めるのは、やはり給食です。学校給食は、単なる昼食の提供で

はなく、食に関する教育活動です。毎日の給食を通して、マナーや栄養のこと、食品の選択方法な

ど多くのことを学びます。友達と楽しく会食をすることも大切な学習内容です。 

話は変わりますが、管理職（校長・教頭）は毎日の給食を学校で一番早く食べています。これは

「検食」と言い、安心安全で美味しい給食を子どもたちに提供するために重要な仕事です。給食室

では、厳しい衛生管理マニュアルに基づいて調理をしています。それだけで十分に安心安全な給食

ですが、学校給食衛生管理基準によって子どもたちが食べる 30分前までに検食を行うことが定め

られています。味や彩りが子供たちの嗜好に合ったものであるか、適切な調理がなされているか、

異物の混入はないかなどを見極めて、提供の可否を判断しています。万が一の際には提供を止める

ことも視野に入れ、毎日、美味しくいただきながらも、緊張感をもって検食しています。 

現在の食材や光熱費の値上げが続いていることは、給食を提供する学校としても頭を悩ませる

大きな問題です。限られた予算の中で栄養バランスの良い給食を提供できるよう、様々な努力をし

ています。予算に合わせた食材を精選し、仕入れ方法等を工夫したものを、給食調理員の方々が手

間暇をかけて調理されることで、少しでも子どもたちが楽しい給食時間を過ごせるようにと考え

て準備しています。ですから、「野菜はいらない」「魚は骨があるから食べない」と言わずに、好き

嫌いなく給食をいただく姿が増えるとうれしく思います。 

これからも本校では、食育を推進して参ります。どうか食育へのご理解とご協力につきまして

も、よろしくお願い申し上げます。 

                                   校長  青山 剛 

 

曜 　　行　　　事　　　 まなび 部活 フッ化物 保　健

1 日

2 月 委員会活動③　ALT　１～４年完全下校

3 火 ALT　６年プール清掃予備日 ○ ○

4 水 不審者避難訓練（２H)　ALT 食の指導（56年B） ○ 二次検尿

5 木 メディアコントロールデー　１４：４５完全下校 ○

6 金 ○

7 土 休日参観・引き渡し訓練　海の家説明会（９時から)

8 日

9 月 休日参観代休日

10 火 水泳学習（低水位）　銀行振替日　　児童集会 ○ ○

11 水 ○

12 木 6年修学旅行　食の指導（34年A) ○

13 金 6年修学旅行 中学年かがやき保育園交流（３H） ○

14 土

15 日

16 月 水泳学習開始　　安全の日　ALT

17 火 ○ ○

18 水 ICT支援員 ○

19 木 食の指導（34年B) ○
歯科検診（１・２・３年）

９：００～

20 金 高学年以外　１４：３０完全下校 ○ 心臓二次聴診１３：４０～

21 土

22 日

23 月 クラブ活動②　　１～３年完全下校

24 火 ○ ○

25 水 ALT ○

26 木 食の指導（４組) ○

27 金 読み聞かせデー　１４：４５完全下校
歯科検診（育・４・５・６年）

９：００～

28 土

29 日

30 月 委員会活動④　　１～４年完全下校



 

 

 

 

 1年 2年 ３年 ４年 ５年 ６年 

学年費 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  3,000  

給食費 4,700  4,700  4,700  4,700  4,700  4,700  

PTA 会費 300  300  300  300  300  300  

積立金 0  0  0  0  0  0  

合計 7,000  7,000  7,000  7,000  7,000  8,000  

３年 社会見学 
～京都タワー・梅小路公園～ 個人懇談会があります！！ 

 夏の個人懇談会を、下記の日程で行いま

す。夏休みまでのお子さんの学習面や生活面

の様子と夏休みの過ごし方等についてお伝え

します。お忙しいとは思いますが、ご予定い

ただきますようよろしくお願いいたします。

詳細につきましては、後日お知らせします。 

 

◎日 時  

令和７年７月７日（月）～１１日（金） 

   （７月９日は除く）    

１４：３０～１６：４５ 

◎場 所  各学級の教室 

◎内 容 

・夏休みの過ごし方について 

・一学期の学習や生活の様子について 

水泳学習が始まります！！ 
プールの準備も整い、いよいよ水泳学習が始まります。５月中旬には、

消防署の方に来ていただき、教職員の救命救急研修も行いました。 

１０日（火）から低水位での水慣れ（４・５組、１・２年）を行い、１

６日（月）から全学年が水泳学習を開始します。耳や鼻や目に病気がある

児童につきましては、今のうちに治療し、健康な身体で安心してプールに

入ることができるようにお願いします。また今年度より、すぐーるにて健

康チェックを行うこととなりました。水泳学習の際は健康面を確認し、す

ぐーるの「健康連絡帳」に必要事項の入力をお願いします。入力がないと

学習に参加できませんのでよろしくお願いします。 

 

《持ち物》 

・水泳着（名札のあるもの）、ゴーグル（できるだけ） 

・水泳帽 ・タオル ・ビーチサンダル ・ビニール袋 

・水泳用バッグ ・水泳学習健康チェックカード 

 

 

◎学校預り金６月分の引き落としについて 

メディアコントロールデー 
 

メディア機器は、とても便利な反面、健康への影

響はとても大きいです。そのため、工夫しながら使

用していくことが大切です。 

栗陵中ブロックでは、ここ数年、生活調べや学校

評価の結果から、メディアの使用時間が長いという

課題が見られました。本校児童においても、昨年度

『後期学校評価』では、全校の約３８％の児童が、

メディアを２時間以上使用しているという結果とな

りました。 

そこで栗陵中ブロックでは、メディアと上手に付

き合える力を身に付けるために、昨年度より「メデ

ィアコントロールデー」を設定し、 兄弟・家族を

巻き込みながら、家族で取り組んできました。第１

回目は、６月５日（木）です。各学期に１回、行う

予定をしています。詳細は、保健 

だよりにてお知らせします。 

○６月 1０日（火）が引き落とし日です。６月９日（月）までに、ご登録の京都銀行の

口座へ入金をお願いします。 

１・２年 遠足 
～動物園～ 

４・５組 遠足 
～動物園～ 


